
一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令について

平成２６年１０月２８日

国 土 交 通 省 道 路 局

１．改正の概要

一般国道の維持、修繕、災害復旧その他の管理を効率的に実施するため、一般国

道１０１号の一部の区間を指定区間に追加して指定するものである。

２．改正の内容

新たに指定区間に追加するもの

路 線 名 追 加 区 間 追加延長

一般国道 五所川原市大字太刀打字柳川２６６番１
ご しょ が わ らしおおあざ た ち うちあざやながわ

１０１号 ３．７km

（五所川原西 ～つがる市柏稲盛岡本９７番１
かしわいせおかもと

バイパス）

３．スケジュール

・閣 議 日：平成２６年１０月２８日（火）

・公 布 日：平成２６年１０月３１日（金）

・施 行 日：平成２６年１１月 ３日（月）

問い合わせ先

国土交通省 道路局 路 政 課 企画専門官 太田 大吾（内線３７３３２）

国道・防災課 専門官 四童子 隆（内線３７８３２）

代表電話：０３－５２５３－８１１１


